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育児休業支援手当金について 

 

（ １ ） 支給要件 

ア 概要 

  組合員が、 対象期間内に育児休業等i をし た日数が通算し て14日以上であり 、 かつ、 当該組合員

の配偶者が当該育児休業等に係る 子について育児休業等i i をし たと き （ 当該配偶者が当該子の出

生の日から 起算し て56日を経過する 日の翌日までの期間内にし た配偶者育児休業等の日数が通算

し て14日以上であると きに限る。）、 組合員の育児休業等の期間について、 28日間を上限に当該手

当金を支給し ます。  

 

イ  経過措置 

  育児休業等を令和７ 年４ 月１ 日よ り 前に開始し た場合は、 令和７ 年４ 月１ 日に当該休業等を開

始し たも のと し て取り 扱います。 経過措置期支給間における申請要件は次のと おり です。  

 ① 申請者の育児休業等の日数 

   令和７ 年４ 月１ 日以後の期間のみで、 育児休業等をし た日数が通算し て14日以上 

 

 ② 配偶者の育児休業等の日数 

   令和７ 年４ 月１ 日よ り 前の期間も 含めて、 配偶者育児休業等をし た日数が通算し て14日以上 

   ※産前産後休業は含みません。  

 

  なお、 具体的なケースは別添１ （ 育児休業支援手当金の経過措置に係る具体例） をご参照下さ

い。  

 

ウ  対象期間 

  対象期間と は、 次の①及び②のと おり です。  

  なお、 具体的なケースは別添２ （ 育児休業支援手当金の対象期間及び請求書作成の例） をご参

照く ださ い。  

 ① 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業等i i i をし なかったと き 

（ 組合員が当該子の父親である 場合等）  

    当該子の出生の日から 起算し て56日を経過する日の翌日までの期間 

    ※産後パパ育休（ 出生時育児休業） は産後休業等に含まれません。  

 

 ② 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業等をし たと き 

（ 組合員が当該子の母親である 場合）  

    当該子の出生の日又は出産の予定日のう ち早い日から 、 当該子の出生の日又は出産の予定

日のう ち遅い日から 起算し て112日を経過する日の翌日までの期間（ 次頁図参照）  

                                                   
i  育児休業、 介護休業等育児又は家族介護を行う 労働者の福祉に関する法律第 23 条第２ 項の育児休業

に関する 制度に準ずる 措置及び同法第 24 条第１ 項（ 第２ 号に係る 部分に限る。） の規定によ り 同項第

２ 号に規定する育児休業に関する制度に準じ て講ずる 措置によ る休業を除きます。 以下、 本編におい

て同じ 。  

i i  国会職員の育児休業、 国家公務員の育児休業又は裁判官の育児休業を含みます。 また、 産前産後休

業は含みません。 以下、 本編において「 配偶者育児休業等」 と いいます。  

i i i  船員が取得する産後休業等を含む。  
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＜②の対象期間イ メ ージ＞ 

 

エ 組合員の配偶者の状況に関する要件 

  次の①から ④のいずれかに該当する場合は、 支給に当たって当該組合員の配偶者の状況は勘案

し ません。  

  

 ① 配偶者のない者等である場合※ 

   ※ 配偶者のない者のほか、 次の❶から ❸に掲げる 者と し ます。  

     ❶ 組合員がする 育児休業等に係る子が、 当該組合員の配偶者の子に該当し ない者 

     ❷ 配偶者から 暴力を受け、 別居し ている組合員 

     ❸ 配偶者が行方不明と なっている 組合員（ 配偶者が勤務先において３ か月以上無断欠

勤が続いている場合又は災害によ り 行方不明と なっている 場合に限る。）  

 

 ② 配偶者が雇用保険法第５ 条第１ 項に規定する適用事業に雇用さ れる 労働者でない場合※ 

   ※ 下記に該当する場合、 適用事業に雇用さ れる労働者ではあり ません。  

    ・ １ 週間の所定労働時間が 20 時間未満である者 

    ・ 同一の事業主の適用事業に継続し て 31 日以上雇用さ れる こ と が見込まれない者 

    ・ 季節的に雇用さ れる者であって、 以下の❶または❷に該当する 者 

❶ ４ か月以内の期間を定めて雇用さ れる 者 

❷ １ 週間の所定労働時間が30時間未満である者 

      ・ 学校教育法第１ 条に規定する学校、 同法第124条に規定する専修学校または同法第134条

に規定する各種学校の学生または生徒 

・ 船員法に規定する船員であって、 特定漁船以外の漁船に乗り 組むために雇用さ れる者（  

１ 年を通じ て船員と し て適用事業に雇用さ れる場合を除く 。）  

      ・ 国、 都道府県、 市区町村等の事業に雇用さ れる 者のう ち、 離職し た場合に、 他の法令、

条例、 規則等に基づいて支給を受ける べき諸給与の内容が、 雇用保険の求職者給付及び

就職促進給付の内容を超えると 認めら れる 者 

 

 ③ 配偶者が当該育児休業等に係る子について産後休業等をし た場合 

 

 ④ ①から ③までに掲げる場合のほか、 当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子の出生の

日から 起算し て56日を経過する 日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業を

する こ と ができない場合※ 

     ※ 次の❶から ❹のいずれかに該当する場合と し ます。  

       ❶ 配偶者が日々雇用さ れる者である 場合 

       ❷ 配偶者が期間を定めて雇用さ れる 者である 場合であって、 その養育する 子の出生の

出生日

出生日

出生日が出産予定日と 同日の場合の対象期間

出生日が出産予定日よ り 早い場合の対象期間

予定日から 起算し て
112日経過する 日の翌日

出生日から 起算し て
112日経過する 日の翌日

出生日が出産予定日よ り 遅い場合の対象期間

出産予定日
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日（ 出産予定日前に当該子が出生し た場合にあっては、 当該出産予定日） から 起算し

て56日を経過する 日の翌日から ６ 月を経過する日までに、 その労働契約が満了する こ

と が明ら かである場合 

       ❸ 配偶者が、 その雇用する事業主と 当該配偶者が雇用さ れる事業所の労働者の過半数

で組織する 労働組合があると き はその労働組合、 その事業所の労働者の過半数で組織

する労働組合がないと きはその労働者の過半数を代表する 者と の書面によ る 協定で、

育児休業等をする こ と ができ ないも のと し て定めら れた労働者に該当する場合であっ

て、 その雇用する事業主にその育児休業等の申出を拒まれた場合 

       ❹ その他子の出生の日から 起算し て56日を経過する日の翌日までの期間内において、

以下のいずれかの理由に該当するため当該子を養育する ための休業をするこ と ができ

ない場合 

        ・ 配偶者が公務員であって、 育児休業の請求について任命権者から 承認さ れなかった

場合 

        ・ 配偶者が適用事業に雇用さ れる労働者であるが、 期間を定めて雇用さ れる者である

等の理由によ り 配偶者育児休業等の取得要件を満たさ ない場合 

 

オ 育児休業支援手当金を支給し ない場合 

  育児休業支援手当金は、 同一の育児休業等について雇用保険法の規定によ る出生後休業支援給

付金の支給を受けるこ と ができる と き は、 支給し ません。  

 

（ ２ ） 支給金額 

  ア 概要 

    育児休業支援手当金の額は、 対象期間内に当該育児休業等をし た日１ 日につき  

標準報酬日額※×13/100 

 ※標準報酬日額＝標準報酬月額×1/22（ 10円未満四捨五入）  

に相当する金額と し ます。  

なお、 当該金額（ 日額） に円未満の端数があると きは、 こ れを切り 捨てた額をも って日額と し

ます。  

  

  イ  給付額の上限 

    「 ア」 の金額が、 給付上限相当額i vを超える場合の育児休業支援手当金の額は、 給付上限相当額

に相当する金額と し ます。  

令和７ 年４ 月以降 2, 781円（ 毎年８ 月１ 日に改正さ れます）  

 

  ウ  留意事項 

    育児休業支援手当金は、 各月を単位と し て支給し ます。  

また、 育児休業手当金及び育児休業支援手当金（ 以下「 育児休業手当金等」 と いう 。） の支給期

間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合、 当該育児休業手当金の日額と し て算出さ れた金額か

ら 当該育児休業手当金等の支給対象日について受ける 報酬に相当する金額を差し 引いた金額を支

給し ます。  

 

 

                                                   
i v 雇用保険法第 17 条第４ 項第２ 号ハに定める額（ 当該額が同法第 18 条の規定により 変更さ れた場合

には、 当該変更さ れた後の額） に相当する 額×30×13/100÷22 
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（ ３ ） 支給期間 

   組合員が育児休業支援手当金の支給を受けたこ と がある 場合において、 当該組合員が次の①から

③のいずれかに該当する育児休業等をし たと きは、 育児休業支援手当金は支給し ません。  

 

  ① 組合員が取得する 育児休業等であって、 育児休業手当金が支給さ れるも のを合計２ 回以上する

場合に該当し ない場合における２ 回目以後の育児休業等 

   → 組合員が取得する育児休業等であって、 育児休業手当金が支給さ れるも のを合計２ 回以上す

る 場合（ 育児休業等の分割取得等） は、 ２ 回目以後の育児休業等であっても 、 その他の条件を

満たせば育児休業支援手当金は支給さ れます。  

 

  ② 同一の子について当該組合員が５ 回以上の育児休業等をし た場合における ５ 回目以後の育児休

業等※ 

 

   ※ 次の❶から ❾のいずれかに該当する場合は、 育児休業等を５ 回以上取得する こ と についてや

むを得ない理由がある ため、 ５ 回以上の育児休業等をし た場合から 除きます。  

 

     ❶ 育児休業等の申出をし た組合員について産前産後休業期間が始まったこ と によ り 、 当該

申出に係る 休業をする 期間が終了し た場合であって、 当該産前産後休業期間が終了する 日

（ 当該産前産後休業期間の終了後に引き 続き 当該産前産後休業期間中に出産し た子に係る

新たな育児休業等の期間が始まった場合には、当該新たな育児休業等の期間が終了する日）

までに、 当該産前産後休業期間に係る 子の全てが、 次のいずれかに該当するに至った場合 

      ・ 死亡し たと き 

      ・ 養子と なったこ と その他の事情によ り 当該組合員と 同居し ないこ と と なったと き 

 

     ❷ 育児休業等の申出をし た組合員について介護休業を開始する ため、 当該申出に係る育児

休業等をする期間が終了し た場合であって、 当該介護休業の期間が終了する日までに、 当

該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、 次のいずれかに該当するに至った場合 

      ・ 死亡し たと き 

      ・ 離婚、 婚姻の解消、 離縁等によ り 当該対象家族と 組合員と の親族関係が消滅し たと き 

 

     ❸ 育児休業等の申出をし た組合員について新たな育児休業等の期間が始まったこ と によ り 、

当該申出に係る育児休業等をする期間が終了し た場合であって、 当該新たな育児休業等の

期間が終了するまでに、 当該新たな育児休業等の期間の休業に係る 子の全てが、 次のいず

れかに該当するに至った場合 

      ・ 死亡し たと き 

      ・ 養子と なったこ と その他の事情によ り 当該組合員と 同居し ないこ と と なったと き 

      ・ 民法第817条の２ 第１ 項の規定によ る 請求に係る家事審判事件が終了し たと き（ 特別養子

縁組の成立の審判が確定し た場合を除く 。）又は養子縁組が成立し ないまま児童福祉法第

27条第１ 項第３ 号の規定によ る措置が解除さ れたと き  

 

     ❹ 育児休業等の申出に係る子の養育を行っている 配偶者が死亡し た場合 

 

 ❺ ❹の配偶者が負傷、 疾病又は身体上若し く は精神上の障害によ り 当該育児休業等の申出

に係る子を養育するこ と が困難な状態になった場合 
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❻ 婚姻の解消その他の事情によ り ❹の配偶者が当該育児休業等の申出に係る子と 同居し な

いこ と と なった場合 

 

❼ 育児休業等の申出に係る 子が負傷、 疾病又は身体上若し く は精神上の障害によ り 、 14日

以上の期間にわたり 世話を必要と する 状態になった場合 

 

❽ 育児休業等の申出に係る 子について、 保育所における 保育等の利用を希望し 、 申込みを

行っているが、 当面その実施が行われない場合 

 

❾ 育児休業等の申出をし た組合員について出向をし た日の前日において育児休業等をし て

いる場合であって、 出向をし た日以後も 引き 続き 当該育児休業等をする 場合（ 出向をし た

日以後も 引き 続き 組合員であると きに限る 。）  

 

  ③ 同一の子について当該組合員がし た育児休業等ごと に、 当該育児休業等を開始し た日から 当該

育児休業等を終了し た日までの日数を合算し て得た日数が28日に達し た日後の育児休業等 

 

（ ４ ） 支給対象日 

   育児休業支援手当金は、 正規の勤務日が国民の祝日に関する 法律に規定する 休日及び12月29日か

ら 翌年の１ 月３ 日までの日（ 国民の祝日に関する法律に規定する 祝日を除く 。） に当たっても 支給さ

れますが、 正規の勤務日以外の日（ 以下「 週休日」 と いう 。） については支給さ れません（ 実支給日

数は28日よ り 少なく なるこ と にご留意く ださ い）。  

   ただし 、 週休日が日曜日及び土曜日以外の日と 定めら れている職員に対する 育児休業支援手当金

については、 日曜日及び土曜日を週休日と みなし て支給し ます。  

   なお、 非常勤職員に対する育児休業支援手当金は、 常勤の地方公務員の正規の勤務日に準じ て割

り 振った日を正規の勤務日と みなし て支給し ます。  

 

（ ５ ） 請求手続き  

  ア 提出書類 

  【 必須】  

   ・ 育児休業支援手当金請求書（ 給付様式第10-11-1号） ※１（ 紙媒体に印刷し て提出し てく ださ い）  

    ※育児休業を分割取得する場合、 別添２ の「 ４  組合員が当該子の父親で育児休業を分割取得

し 、 かつ配偶者が専業主婦の場合」 をご参照の上、 育児休業支援手当金請求書は分割する期

間毎に分けて作成の上、 ご提出く ださ い（ 添付書類は１ 部ご提出く ださ い）。  

   ・ 世帯全員について記載さ れた住民票の写し （ 続き 柄が記載さ れたも のに限り ます。）  

     

  【 次の要件に該当する場合に提出】  

関連項番 要件 必要書類 

― 配偶者は育児休業等を取得し た 配偶者育児休業等の取得の事実を証明する書類※２  

( 1) ウ② 申請者は当該子の母親である 出産予定日を確認できる 書類（ 母子健康手帳の写し 、医師

の診断書（ 分べん（ 出産） 予定日証明書） 等）  

( 1) エ③ 配偶者は産後休業等を取得し た 産後休業等を取得し ているこ と が確認できる 書類（ 母子健

康手帳の写し 、 医師の診断書（ 分べん（ 出産） 予定日証明

書）、 出産費( 出産育児一時金) 支給決定通知書の写し 等）  

( 1) エ② 配偶者は無業者である ・ 収入がないこ と を確認でき る 書類（ 直近の課税証明書

等）  
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関連項番 要件 必要書類 

※ 課税証明書等に給与収入金額が記載さ れている場合、

子の出生日の翌日時点で退職し ている こ と が分かる 書

類（ 退職証明書の写し 、 離職票の写し 、雇用保険資格喪

失確認通知書の写し 等） も 必要です。  

( 1) エ② 配偶者は自営業者、 フリ ーラ ン

ス 等、 適用事業に雇用さ れる 労

働者でない 

 

・ 給与収入がないこ と を確認できる 書類（ 直近の課税証明

書等）  

※ 課税証明書等に給与収入金額が記載さ れている場合、

雇用さ れる労働者と し てのも のであれば、子の出生日の

翌日時点で退職し ているこ と が分かる 書類（ 退職証明書

の写し 、離職票の写し 、雇用保険資格喪失確認通知書の

写し 等）、 労働者性のない役員の役員報酬である 場合や

育児休業等がない特別職の公務員である場合等は、その

身分を証明する書類（ 役員名簿または身分証の写し 等）

も 必要です。  

( 1) エ④ 配偶者は子の出生日から 56日間

ま でに育児休業をする こ と でき

なかった 

・ 配偶者が手当金の対象と なる 育児休業をする こ と がで

きないこ と の申告書（ 給付様式第10-11-2号）  

・ 給付様式第10-11-2号の添付書類（「 必要書類」 欄参照） 

( 1) エ① 配偶者がいない 戸籍謄（ 抄） 本 

( 1) エ① 育児休業等に係る 子が、 配偶者

の子に該当し ない 

戸籍謄（ 抄） 本 

※ 住民票において、組合員の配偶者が世帯主と なってお

り 、 対象の子と の続き 柄が「 夫の子」 又は「 妻の子」 と

なっている場合は、 戸籍謄（ 抄） 本に代えて世帯全員に

ついて記載さ れた住民票の写し（ 続き柄が記載さ れてい

るも の） でも 可 

( 1) エ① 配偶者から の暴力を受け、 別居

し ている  

裁判所が発行する 配偶者から の暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律第10条に基づく 保護命令の写し  

( 1) エ① 配偶者が行方不明である 下記のいずれかを提出 

・ り 災証明書 

・ 配偶者の勤務先において無断欠勤が３ か月以上続いて

いる こ と についての配偶者の事業主の証明書 

※１ ： Excel 版はファ イ ルを開く 際、 下図のよ う なセキュリ ティ の警告が表示さ れる場合があり ま

すが、 セキュリ ティ に影響を及ぼすマク ロ は使用し ており ませんので、「 コ ンテンツの有効

化」「 マク ロ を有効にする」 などのボタ ンを押下し（ 使用する Excel のバージョ ンによ り 表示

は異なり ます）、 マク ロ を有効にし てく ださ い。  

    

 

  ※２ ： 育児休業手当金( パパ・ ママ育休プラ ス適用) の請求と 併せて提出する場合、 コピーでも 可 

 

イ  請求可能時期 

    請求期間の最終日以降 

    ※請求の時効は事由発生から ２ 年です。  

 

  ウ  留意事項 

    育児休業手当金では支給にあたり 実績報告書の提出が必要ですが、 育児休業支援手当金につい

ては実績報告書の提出は必要あり ません（ 手続き は請求書及び添付書類の提出１ 回のみと なり ま
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す）。  

 

（ ６ ） 請求する際の注意点 

  ア 請求日について 

    請求書の請求日は請求期間の最終日以降の日付をご記入く ださ い。 また、 所属所長の証明日は

請求日以降の日付をご記入く ださ い。  

    なお、 請求の事由発生から ２ 年間請求を行わないと 、 時効によ り 請求権が消滅し ますのでご注

意く ださ い（ 消滅時効の起算日は「 勤務に服さ なかった日ごと にその翌日」）。  

 

  イ  提出書類の締め切り について 

    書類の締め切り は毎月20日（ 土日祝に当たる 場合は前日） です。 毎月20日までに届いた書類に

ついて、 翌月20日（ 土日祝に当たる場合は前日） に支給と なり ます。  

 

 ウ  不備書類について 

    請求書の記入内容や添付書類等、 請求に不備がある場合には、 預かり 書類と せず、 提出書類を

すべて所属所に返送し ます。  

    また、 個人情報保護の観点から 、 不要な書類を添付し ないよ う お願いし ます。  

 

エ 雇用保険加入組合員について 

    雇用保険加入組合員は、 雇用保険法の規定によ る 出生後休業支援給付金を受けるこ と ができ る

ため、 ハロ ーワーク へお問合せく ださ い。  

 

  オ 同一の子について５ 回以上の育児休業等をし た場合 

    「（ ３ ） 支給期間」 の②の❶～❾のいずれかに該当する場合は個別に対応し ますので、 当組合に

ご連絡く ださ い。  
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育児休業支援手当金の経過措置に係る 具体例 

 

※以下、 令和７ 年４ 月１ 日を施行日と 記載し ま す。  

 

＜申請者の育児休業等について＞ 

【 例１ 】 施行日以後の期間のみで、 育児休業等をし た日数が通算し て 14 日以上 

 
 → 支給要件を満たし ま す。  

 

【 例２ 】 施行日よ り 前の期間も 含めて、 育児休業等をし た日数が通算し て 14 日以上 

 
 → 支給要件を満たし ま せん。  

 

 

＜配偶者の育児休業等について＞ 

【 例３ 】 施行日以後の期間のみで、 配偶者育児休業等をし た日数が通算し て 14 日以上 

 
 → 支給要件を満たし ま す。  

 

【 例４ 】 施行日よ り 前の期間も 含めて、 配偶者育児休業等をし た日数が通算し て 14 日以上 

 
 → 支給要件を満たし ま す。  

  

R7.3.31 R7.4.1 R7.4.14

育児休業等

14日

R7.3.31 R7.4.1 R7.4.14R7.4.13

育児休業等

13日

R7.3.31 R7.4.1 R7.4.14

配偶者育児休業等

14日

R7.3.31 R7.4.1 R7.4.13 R7.4.14

配偶者育児休業等

13日

別添１  
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＜配偶者のない状況について＞（ 子の出生日： R7. 2. 3）  

【 例５ 】 施行日に、 配偶者のない状態と なったと き  

 

 → 支給要件を満たし ま せん。  

 

【 例６ 】 施行日よ り 前かつ子の出生日の翌日よ り 後に、 配偶者のない状態と なったと き  

 

 → 支給要件を満たし ま せん。  

 

 

＜配偶者の適用事業について＞（ 子の出生日： R7. 2. 3）  

【 例７ 】 施行日に、 配偶者が適用事業に雇用さ れる 労働者でなく なったと き  

 

 → 支給要件を満たし ま せん。  

 

【 例８ 】 施行日よ り 前かつ子の出生日の翌日よ り 後に、 配偶者が適用事業に雇用さ れる 労働者でなく な

ったと き  

 

 → 支給要件を満たし ま せん。  

 

 

  

配偶者なし

R7.3.31R7.2.3 R7.4.1

配偶者あり

R7.2.3 R7.3.31 R7.4.1

配偶者あり 配偶者なし

適用事業雇用外

R7.2.3 R7.3.31 R7.4.1

適用事業雇用

R7.2.3 R7.3.31 R7.4.1

適用事業雇用 適用事業雇用外
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＜配偶者の産前産後休業等について＞ 

【 例９ 】 施行日時点で、 産後休業等をし ている 場合 

 

 → 支給要件を満たし ま す。  

 

【 例 10】 施行日の前日（ 子の出生日の翌日） 時点で、 産後休業等をし ている 場合 

 

 → 支給要件を満たし ま す。  

 

 

＜対象期間内に配偶者が育児休業等をする こ と ができ ない場合＞ 

【 例 11】 出生日から 56 日を経過し た日ま での期間に施行日も 含ま れ、 かつその全期間について休業不

可の場合（ 子の出生日： R7. 2. 4）  

 

 → 支給要件を満たし ま す。  

 

【 例 12】 出生日から 56 日を経過し た日ま での期間に施行日が含ま れ、 かつ施行日以後の全期間につい

て休業不可の場合（ 子の出生日： R7. 2. 5）  

 

 → 支給要件を満たし ま せん。  

 

  

産後休業等なし

R7.2.4 R7.3.31 R7.4.1

産後休業等

R7.2.3 R7.3.31 R7.4.1

産後休業等 産後休業等なし

休業不可

R7.2.4 R7.3.31 R7.4.1

R7.2.5 R7.4.1 R7.4.2R7.3.31

休業可 休業不可
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【 例 13】 出生日から 56 日を経過し た日ま での期間に施行日も 含ま れ、 かつ施行日よ り 前の全期間につ

いて休業不可の場合（ 子の出生日： R7. 2. 5）  

 

 → 支給要件を満たし ま す。  

 

【 例 14】 出生日から 56 日を経過し た日ま での期間に施行日は含ま れず、 かつその全期間について休業

不可の場合（ 子の出生日： R7. 2. 3）  

 

 → 支給要件を満たし ま す。  

R7.4.2

休業不可 休業可

R7.2.5 R7.3.31 R7.4.1

R7.2.3 R7.3.31 R7.4.1

休業不可



育児休業支援手当金の対象期間及び請求書作成の例 

 

以下に、 申請が多いと 想定さ れる ケース について例示し ま す。  

 

１  組合員が当該子の母親で配偶者も 育児休業を取得し ている 場合 

 ( 1)  組合員の状況 

  ・ 子の出生日及び出産予定日： 令和７ 年６ 月 1 日（ 子は組合員及び配偶者の実子）  

  ・ 組合員： 当該子の母親で産後休業（ ＝産後の出産休暇） を取得し 、 産後休業後は 56 日以上の育児

休業を取得 

  ・ 配偶者： 当該子の父親で、 令和７ 年６ 月６ 日から 育児休業を 56 日以上取得（ 組合員と 同居し 、 適

用事業に雇用さ れている ）  

 

 ( 2)  対象期間等のイ メ ージ 

   組合員は対象期間内（ 7/28～9/21） に56日間育児休業を取得し ている こ と 、 及び配偶者は対象期

間内に通算し て14日以上の育児休業を取得し ている こ と から 、 支給期間の上限である 28日間から 週

休日を除いた20日分の育児休業支援手当金が支給さ れます。  

 

 ( 3)  請求書の記入 

   請求書の入力は下図のと おり です。  

 

 

14日以上

配偶者の育児休業等要件に係る 期間

(14日以上の育児休業が必要)

14日以上

配偶者（ 父親） の育児休業

組合員の対象期間(14日以上の育児休業が必要)

子の出生日

(対象期間起算日)

子の出生から

56日経過

子の出生から 112日

経過(対象期間末日)

（ 産後休業）

組合員の手当金支給期間

(最大28日間)

組合員（ 母親） の育児休業

配偶者はいずれにも 該当し ないため、 選択なし  

※何かを 選択し てし ま っ た場合は「 入力ク リ ア」

を 押下する と 選択なし の状態に戻る  

別添２  

「 請求日数」 は 28 日だが、 週休日を 除いた日数が「 支給対象日数」 に表示さ れる  

「 請求期間」 は「 請求日数」 が 28
日以内になる よ う 設定する  



２  組合員が当該子の父親で配偶者も 育児休業を取得し ている 場合 

 ( 1)  組合員の状況 

  ・ 子の出生日： 令和７ 年６ 月 1 日（ 子は組合員及び配偶者の実子）  

  ・ 組合員： 当該子の父親で、 令和７ 年６ 月６ 日から 育児休業を 56 日以上取得 

  ・ 配偶者： 当該子の母親で、産後休業（ ＝産後の出産休暇） 取得後、56 日以上の育児休業を取得（ 組

合員と 同居し 、 適用事業に雇用さ れている ）  

 

 ( 2)  対象期間等のイ メ ージ 

   配偶者は産後休業を取得し ている ため、 配偶者の育児休業期間は勘案し ま せん。  

   組合員は育児休業を 取得し 、 そのう ち育児休業をし た日数が対象期間内（ 6/1～7/27） に52日間

（ 通算し て14日以上） ある ため、 支給期間の上限である 28日間から 週休日を除いた20日分の育児休

業支援手当金が支給さ れま す。  

 

 

 ( 3)  請求書の記入 

   請求書の入力は下図のと おり です。  

 

 

  

14日以上

(産後休業) 配偶者(母親)の育児休業

配偶者が産後休業を 取得している 場合、

配偶者の育児休業等の期間は勘案し ま せん組合員の対象期間(14日以上の育児休業が必要)

子の出生日

(対象期間起算日)

子の出生から 56日

経過(対象期間末日)

組合員（ 父親） の育児休業

組合員の手当金支給期間

(最大28日間)

配偶者は産後休業を 取得し たため、 ①を 選択 

「 請求日数」 は 28 日だが、 週休日を 除いた日数が「 支給対象日数」 に表示さ れる  

申請者が父親の場合はセルが自動で塗り つぶさ れる （ 入力は不要）  

請求期間は請求日数が 28 日以内に 
なる よ う 設定する  

「 配偶者の状況を 勘案し ない場合の確認」 のいずれかを選択し た場合、 入力セルが自動で塗り つぶさ れる （ 入力は不要）  



３  組合員が当該子の父親で配偶者が専業主婦の場合 

 ( 1)  組合員の状況 

  ・ 子の出生日： 令和７ 年６ 月 1 日（ 子は組合員及び配偶者の実子）  

  ・ 組合員： 当該子の父親で、 令和７ 年６ 月１ 日から 育児休業を 14 日間取得 

  ・ 配偶者： 当該子の母親で専業主婦 

 

 ( 2)  対象期間等のイ メ ージ 

   配偶者は「 １ 週間の所定労働時間が 20 時間未満である 者」 に該当する ため、 配偶者の状況は勘

案し ま せん。  

ま た、 組合員は対象期間内に14日間育児休業を取得し ている こ と から 、 支給期間の上限である 14

日間から 週休日を除いた10日分の育児休業支援手当金が支給さ れま す。  

 

 

 ( 3)  請求書の記入 

   請求書の入力は下図のと おり です。  

 

 

  

組合員の対象期間(14日以上の育児休業が必要)

組合員の育児休業

14日間

組合員の手当金支給期間

子の出生日

(対象期間起算日)

子の出生から 56日

経過(対象期間末日)

配偶者は無業者に該当する ため、 ④を 選択 

「 配偶者の状況を 勘案し ない場合の確認」 のいずれかを選択し た場合、 入力セルが自動で塗り つぶさ れる （ 入力は不要）  

「 請求日数」 は 14 日だが、 週休日を 除いた日数が「 支給対象日数」 に表示さ れる  



４  組合員が当該子の父親で育児休業を分割取得し 、 かつ配偶者が専業主婦の場合 

 ( 1)  組合員の状況 

  ・ 子の出生日： 令和７ 年６ 月 1 日（ 子は組合員及び配偶者の実子）  

 ・ 組合員： 当該子の父親で、 育児休業を下記の２ 回に分割し て取得 

❶令和７ 年６ 月１ 日～６ 月５ 日（ 以下「 育休１ 」 と いう 。）  

❷令和７ 年７ 月 16 日～８ 月 31 日（ 以下「 育休２ 」 と いう 。）  

  ・ 配偶者： 当該子の母親で専業主婦 

 

 ( 2)  対象期間等のイ メ ージ 

   組合員は対象期間内（ 6/1～7/27） に通算し て 17 日間の育児休業を取得し ている ため、 それぞれ

の請求期間から 週休日を除いた 12 日分の育児休業支援手当金が支給さ れま す。  

 

 ( 3)  請求書の記入 

   請求書は「 育休１ 」「 育休２ 」 ごと に作成し てく ださ い。  

   その際、 エラ ーメ ッ セージ「【 注意】 14 日以上が請求の対象日です↓」 が表示さ れる 場合があり

ま すが、「 育休１ 」「 育休２ 」 の請求書における「 対象期間内における 育児休業日数」 の合計が 14 日

以上あれば支給要件を満たし ま す（ ❶＋❷≧14）。  

    ＜育休１ ＞ 

 

    ＜育休２ ＞ 

 

 

育休１

５ 日間

子の出生から 56日経過

(対象期間末日： 7/27)

子の出生日

(対象期間起算日)

組合員の対象期間(14日以上の育児休業が必要)

育休２

12日間

組合員の手当金支給期間

請求期間

当該子の出産予定日
※申請者が父親の場合は記入不

要で す

令和7年6月5日

ま で
対象期間内における

育児休業日数から 令和7年6月5日

【 注意】 14日
以上が請求の
対象です↓

申請者の
育児休業期間

※産後休業は含みま せん

ま で
対象期間内における

配偶者育児休業日数 勘案し ない

ま で

令和7年6月1日

配偶者の
育児休業期間

※産後休業は含みま せん

 4 日間支給対象日数

令和7年6月1日 から

から

請求日数  5 日間

 5 日間

請求期間

当該子の出産予定日
※申請者が父親の場合は記入不

要で す

令和7年7月27日

ま で
対象期間内における

育児休業日数から 令和7年8月31日

【 注意】 14日
以上が請求の
対象です↓

申請者の
育児休業期間

※産後休業は含みま せん

ま で
対象期間内における

配偶者育児休業日数 勘案し ない

ま で

令和7年7月16日

配偶者の
育児休業期間

※産後休業は含みま せん

 8 日間支給対象日数

令和7年7月16日 から

から

請求日数  12 日間

 12 日間

❶ 

❷ 

請求期間の最終日は対象期間末日以前の日付に設定する  

※対象期間末日を 超過する と エラ ーメ ッ セージが表示さ れる  



５  組合員の育児休業が規定に満たない場合 

 ( 1)  対象期間等のイ メ ージ 

   対象期間内の育児休業等期間が 14 日に満たない場合、育児休業支援手当金の対象になり ま せん。  

 

 

 ( 2)  請求書の表示 

   請求書に下記メ ッ セージが表示さ れる 場合、 支給対象外である こ と を示し ていま す。  

 

  

14日以上

14日未満

組合員の対象期間(14日以上の育児休業が必要)

育児休業

14日未満

育児休業

対象期間起算日 対象期間末日



６  令和７ 年４ 月１ 日よ り 前に育児休業を開始し た場合 

 ( 1)  組合員の状況 

  ・ 子の出生日： 令和６ 年 12 月 23 日（ 子は組合員及び配偶者の実子）  

  ・ 組合員： 当該子の母親で産後休業（ ＝産後の出産休暇） を取得し 、 産後休業後は 56 日以上の育児

休業を取得 

  ・ 配偶者： 当該子の父親で、 令和６ 年 12 月 23 日から 育児休業を 56 日以上取得（ 組合員と 同居し 、

適用事業に雇用さ れている ）  

  

( 2)  対象期間等のイ メ ージ 

   組合員は対象期間内（ 4/1～4/14） に 14 日間育児休業を取得し ている こ と 、 及び配偶者は対象期

間内( 12/23～2/17) に通算し て 14 日以上の育児休業を取得し ている こ と から 、 支給期間の上限であ

る 14 日間から 週休日を除いた 10 日分の育児休業支援手当金が支給さ れま す。  

  【 注意点】  

   令和７ 年４ 月１ 日よ り 前に育児休業を開始し た場合、 支給期間等の起算日は次のと おり です。  

・ 組合員の支給期間の起算日： 令和７ 年４ 月１ 日 

・ 配偶者の育児休業日数の起算日： 実際の育児休業の開始日 

 

 

 ( 3)  請求書の記入 

   請求書の入力は下図のと おり です。  

 

14日以上

配偶者の育児休業等要件に係る 期間

(14日以上の育児休業が必要)

4月1日

組合員の手当金支給期間

(最大14日間)

子の出生日

(対象期間起算日:12/23)

子の出生から

56日経過

子の出生から 112日経過

(対象期間末日:4/14)

（ 産後休業） 組合員（ 母親） の育児休業

配偶者（ 父親） の育児休業

組合員の対象期間

(14日以上の育児休業が必要)

令和7年2月18日

配偶者の
育児休業期間

※産後休業は含みま せん

 10 日間支給対象日数

令和7年4月1日 から

から令和6年12月23日 令和7年2月17日

請求日数  14 日間

 14 日間

令和6年12月23日

ま で
対象期間内における

配偶者育児休業日数  56 日間

ま で請求期間

当該子の出産予定日
※申請者が父親の場合は

記入不要で す

令和7年4月14日

ま で
対象期間内における

育児休業日数から 令和7年12月22日
申請者の

育児休業期間
※産後休業は含みま せん

実績ど おり に入力 

請求期間の開始日は 4/1 請求期間の末日を 記入 

※対象期間を 超過する と エラ ーメ ッ セージが表示さ れる  

R7.4.1 以降の日数を カウ ント  


